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（１） 家庭的保育施設                                                 

家庭的保育施設とは、児童福祉法および子ども・子育て支援法に基づ

く認可保育事業で、保育士の資格を持つ家庭的保育者が、自宅の一室等

を保育室として活用し、保育所保育指針や市の定める設備・運営基準に

基づき、低年齢の子どもを対象に家庭的な雰囲気の中で少人数の保育を

行う施設です。 

人格形成に重要な影響を与える乳幼児の時期に、通常の生活が行われ

ている個人の居宅等で、家族や兄弟姉妹のいるような家庭的な雰囲気の

中、子どもの成長と発達をきめ細やかに見守ることができます。 

 入所の基準や手続きは、認可保育施設で共通となっています。詳しくはＰ１４をご覧ください。 

対象乳幼児 
入所日現在で草津市に住民登録をしている０歳児（概ね６ヶ月）

から 2歳児まで 

保育人数 １保育室 ３～５人程度 

保育場所 家庭的保育者の自宅等 

保育体制 
家庭的保育者と家庭的保育補助者で保育をします。 

（ただし、子どもが１名の場合は除きます） 

家庭的保育者 
保育士資格を持ち、保育経験または子育て経験があり、家庭的

保育に関する専門的な研修を受講後、市が認定した者。 

家庭的保育補助者 
家庭的保育に関する専門的な研修を受講後、市が認定し、家庭

的保育の補助業務を行う者。 

保育実施日 

保育時間 

月曜日から金曜日の８時間までの保育を原則とします。 

（国民の祝日・１２月２９日から１月３日までを除く） 

※土曜日の保育はありません。延長保育の有無・時間について

は各保育室で違います。 

※保育標準時間認定の方も、保育短時間の範囲（8:30～

16:30）のみの利用となります。 

食事 給食を実施しています。 

連携施設 

健康診断や交流保育、家庭的保育者が休暇などにより保育がで

きない場合の代替保育などを実施します。 

３歳児以降について、家庭的保育施設ごとに指定する連携施設

に入所することが可能です。 

※ただし、施設によっては、受入れ数に限りがある場合があり

ます。詳しくは施設にお問い合わせください。 
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（２） 小規模保育施設                        

① 小規模保育施設とは 

小規模保育施設とは、児童福祉法および子ども・子育て支援法に基づく

認可保育事業で、保育士の資格を持つ人が、ビルの一角などを活用して 6

～19人の子どもを預かる保育施設で、0～2歳児の子どもが対象となりま

す。 

利用者負担額（保育料）は、保育所（園）と同じ金額が適用され、徴収

は各施設が行います。 

また、利用者負担額（保育料）以外の費用（延長保育料、教材費など）

は、施設が独自で定める額をお支払いいただきます。それらの金額や詳細

については各施設に問い合わせてください。 

入所の基準や手続きは、認可保育施設で共通となっています。詳しくはＰ１４をご覧ください。 

 

② 保育所との違い 

職員数や保育室の面積基準などは認可保育所と同等以上で、給食も各施設で提供します。 

なお、小規模保育施設は施設の都合上、園庭がないこともあります。その場合は、安全に遊べ

る公園を使用するなど、代替地の利用が認められています。 

また、子どもの健康診断や、園庭開放、合同保育などを支援する「連携施設」を開園時から確

保するよう義務付けています。 

なお、小規模保育施設は子ども・子育て支援新制度において新たに位置付けられた事業である

ことから、市職員が巡回を行い、保育の質の向上を図っています。 

 

対象乳幼児 
入所日現在で草津市に住民登録をしている０歳児（２～６ヶ月）

から 2歳児まで（受入開始時期は施設によって違います） 

保育人数 6～19人程度 

保育場所 ビルの一角など 

保育時間 

保育所と同じく、教育・保育給付認定の保育必要量によって、

保育短時間が８時間まで、保育標準時間が１１時間までとなっ

ています。 

保護者の勤務時間等の都合で、通常の保育時間内に子どもの送

迎が困難な方のために各保育所（園）とも時間を定めて延長保

育を行っています。 

食事 給食を実施しています。 
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パターン① パターン②

連携先 連携外 連携先 連携外
第1希望 ○ 優先 第1希望 ○ 優先
第2希望 ○ 第2希望 ○ 優先
第3希望 ○ 第3希望 ○

パターン③ パターン④

連携先 連携外 連携先 連携外
第1希望 ○ 優先 第1希望 ○
第2希望 ○ 第2希望 ○ 優先なし
第3希望 ○ 優先なし 第3希望 ○ 優先なし

希望順
希望先

希望順
希望先

希望順
希望先

希望順
希望先

（３） 市内低年齢児（０～２歳児）までの認可保育施設卒園児の入所調整について 

① ３歳児以降の保育 

３歳児以降も継続して保育所等の利用を希望される場合は、３歳児になるタイミングで新規

の入所申込みをしていただく必要があります。「連携施設」に３歳児以降の受け入れを行う卒園

後の受け皿が確保されている場合、連携施設への入所調整については、次のとおりの取り扱いと

なっております。 

また、連携施設を希望先とする、しないに関わらず、市内の低年齢児（０～２歳児）までの認

可保育施設の卒園児は、選考基準表のとおり優先的な入所調整を行います。 

 

② 連携施設がある場合の優先的な入所調整 

卒園後の受け皿がある連携施設を希望されている場合については、最優先で利用調整を行います。 

なお、新規の入所申込みにあたっては希望園を第３希望まで記入していただくことができます

が、連携施設への優先的な入所を希望される場合は、連携外の施設より上位に連携施設を記入し

ていただく必要があります。 

※ 連携施設への優先的な利用調整は、４月当初申込み（原則、一次調整）の場合のみ適用となり

ます。 

※ 連携施設の卒園後の受け皿の有無については各施設へお問い合わせください。 

 

 

○ 優先の有無の判定パターン 

連携外が上位にあるため優先なしとなります 

（２） 小規模保育施設                        

① 小規模保育施設とは 

小規模保育施設とは、児童福祉法および子ども・子育て支援法に基づく

認可保育事業で、保育士の資格を持つ人が、ビルの一角などを活用して 6

～19人の子どもを預かる保育施設で、0～2歳児の子どもが対象となりま

す。 

利用者負担額（保育料）は、保育所（園）と同じ金額が適用され、徴収

は各施設が行います。 

また、利用者負担額（保育料）以外の費用（延長保育料、教材費など）

は、施設が独自で定める額をお支払いいただきます。それらの金額や詳細

については各施設に問い合わせてください。 

入所の基準や手続きは、認可保育施設で共通となっています。詳しくはＰ１４をご覧ください。 

 

② 保育所との違い 

職員数や保育室の面積基準などは認可保育所と同等以上で、給食も各施設で提供します。 

なお、小規模保育施設は施設の都合上、園庭がないこともあります。その場合は、安全に遊べ

る公園を使用するなど、代替地の利用が認められています。 

また、子どもの健康診断や、園庭開放、合同保育などを支援する「連携施設」を開園時から確

保するよう義務付けています。 

なお、小規模保育施設は子ども・子育て支援新制度において新たに位置付けられた事業である

ことから、市職員が巡回を行い、保育の質の向上を図っています。 

 

対象乳幼児 
入所日現在で草津市に住民登録をしている０歳児（２～６ヶ月）

から 2歳児まで（受入開始時期は施設によって違います） 

保育人数 6～19人程度 

保育場所 ビルの一角など 

保育時間 

保育所と同じく、教育・保育給付認定の保育必要量によって、

保育短時間が８時間まで、保育標準時間が１１時間までとなっ

ています。 

保護者の勤務時間等の都合で、通常の保育時間内に子どもの送

迎が困難な方のために各保育所（園）とも時間を定めて延長保

育を行っています。 

食事 給食を実施しています。 
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（４） 令和７年度 草津市利用者負担額表（地域型保育施設）   
◇ 利用者負担額は、直接施設が徴収を行います。 

（月額：円） 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 
本 市 利 用 者 負 担 額 

小規模保育施設等 家庭的保育施設 

保育標準時間 保育短時間 
保育標準時間および保育短時

間 

階層 

区分 
定               義 

２人目の 

きょうだい 

カウント 
１人目 ２人目 

３人目 

以降 
１人目 ２人目 

３人目 

以降 
１人目 ２人目 

３人目 

以降 

Ａ 

生活保護法による被保護世帯（単給世

帯を含む）および中国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律による支援給

付受給世帯または児童福祉法第６条

の４に規定する里親である保護者 年
齢
制
限
な
し
（
ひ
と
り
親
世
帯
等
を
除
く
） 

年
齢
制
限
な
し
（
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
限
る
） 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B1 
市町村民税非課税世帯で母子・

在宅障害者等の世帯 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B2 市町村民税非課税世帯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C1 
均等割の額のみ  

（所得割の額のない世帯） 

9,700 

(3,000) 

4,850 

(0) 
0 

9,500 

(3,000) 

4,750 

(0) 
0 

5,800 

(1,800) 

2,900 

(0) 
0 

C2 

市

町

村

民

税

所

得

割

課

税

世

帯 

所得割額が 

22,800円未満 

12,800 

(3,000) 

6,400 

(0) 
0 

12,500 

(3,000) 

6,250 

(0) 
0 

7,600 

(1,800) 

3,800 

(0) 
0 

C3 
22,800円以上 

48,600円未満 

13,500 

(3,000) 

6,750 

(0) 
0 

13,200 

(3,000) 

6,600 

(0) 
0 

8,100 

(1,800) 

4,050 

(0) 
0 

C4 

48,600円以上 

57,700円未満 

22,400 

(3,000) 

11,200 

(0) 
0 

22,000 

(3,000) 

11,000 

(0) 
0 

13,400 

(1,800) 

6,700 

(0) 
0 

57,700円以上 

60,700円未満 

小
学
校
就
学
前
ま
で
（
ひ
と
り
親
世
帯
等
を
除
く
） 

22,400 

(3,000) 

11,200 

(0) 
0 

22,000 

(3,000) 

11,000 

(0) 
0 

13,400 

(1,800) 

6,700 

(0) 
0 

C5 
60,700円以上 

72,800円未満 

23,700 

(3,000) 

11,850 

(0) 
0 

23,200 

(3,000) 

11,600 

(0) 
0 

14,200 

(1,800) 

7,100 

(0) 
0 

C6 
72,800円以上 

77,101円未満 

25,200 

(3,000) 

12,600 

(0) 
0 

24,700 

(3,000) 

12,350 

(0) 
0 

15,100 

(1,800) 

7,550 

(0) 
0 

C7 
77,101円以上 

84,900円未満 

小
学
校
就
学
前
ま
で
（
ひ
と
り
親
世
帯
等
に
限
る
） 

25,200 12,600 0 24,700 12,350 0 15,100 7,550 0 

C8 
84,900円以上 

97,000円未満 
26,600 13,300 0 26,100 13,050 0 15,900 7,950 0 

C9 
97,000円以上 

115,000円未満 
38,100 19,050 0 37,400 18,700 0 22,800 11,400 0 

C10 
115,000円以上 

133,000円未満 
40,300 20,150 0 39,600 19,800 0 24,100 12,050 0 

C11 
133,000円以上 

151,000円未満 
42,200 21,100 0 41,400 20,700 0 25,300 12,650 0 

C12 
151,000円以上 

169,000円未満 
44,200 22,100 0 43,400 21,700 0 26,500 13,250 0 

C13 
169,000円以上 

235,000円未満 
53,700 26,850 0 52,700 26,350 0 32,200 16,100 0 

C14 
235,000円以上 

301,000円未満 
54,500 27,250 0 53,500 26,750 0 32,700 16,350 0 

C15 301,000円以上 62,100 31,050 0 61,000 30,500 0 37,200 18,600 0 

※１ 階層区分は、4 月～8 月は前年度分の市町村民税、9 月から翌年の 3 月は当年度分の市町村民税により決定しま

す。 

※２ 市民税所得割額は、住宅借入金特別控除、寄附金税額控除や配当控除等の税額控除適用前の金額で算定します。 

※３ 原則として、両親の課税額の合計より階層区分を決定しています。ただし、祖父母が家計の主宰者である場合は、 

祖父母の課税額も含めて階層を決定します。 

※４ 生計を一にする世帯内３人目以降のお子様は利用者負担額が免除（０円）となります（表太枠内）。 

※５ C１～C6の階層に属し、ひとり親・在宅障害者等の世帯は、（  ）内の金額となります。 

※６ 課税額の算定に必要な書類の提出がない、市町村民税の申告がないなど課税額の確認ができない場合は最高階層 

（C15）で利用者負担額を決定する場合があります。 
※７ 市民税所得割額の確認方法については市ホームページでご確認ください。 

（１） 公立幼稚園                           

公立幼稚園につきましては、全て幼稚園型認定こども園に移行しています。 

入園の申し込み方法や教育時間等につきましては、Ｐ４３からの「認定こども園」のページを参照

してください。 

（２） 私立幼稚園                            

① 入園申込み 

申し込み対象となるのは、４月１日現在において３歳から５歳の幼児です。申し込みの際は、入

園を希望する幼稚園に直接申し込みください。また、年度途中の入園などの詳細については、直接

各幼稚園にお問い合わせください。 

 

② その他 

その他、送迎等の詳細については、各幼稚園にお問い合わせください。 

 

③ 利用者負担額 

＜新制度に移行している私立幼稚園※１＞ 

(1) ３歳～５歳の保育料は無償ですが、教材費、行事費などの諸費の負担が必要です。 

(2) 入園料が必要な場合、無償化の対象外となります。 

＜私学助成のある私立幼稚園※２＞ 

(1) ３歳～５歳の保育料は月額 25,700円まで無償ですが、教材費、行事費などの諸費の負担が

必要です。 

(2) 入園料が必要な場合、入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象となります。（月額に

換算して、保育料と併せて月額25,700円まで） 

※１ 新制度に移行している私立幼稚園：平成２７年から施行された子ども・子育て支援新制度に

移行している幼稚園（市内では信愛幼稚園・草津幼稚園が該当します。） 

※２ 私学助成のある私立幼稚園：私学助成を受けて運営している私立幼稚園（市内では、若竹幼

稚園、光泉カトリック幼稚園が該当します。） 

 

④ 給食費（主食費・副食費）について 

施設により金額が異なりますので、各施設にお問合せください。 

 

⑤ 副食費について 

私立幼稚園で負担いただく副食費について、次の対象に当てはまる場合は、月額 4,500円ま

での範囲で給付金や補助金の支給があります。 

・市民税所得割額 77,10１円未満の世帯の子ども 

・市民税所得割額 97,000円未満の世帯の第 3子以降の子ども 

（生計を一にする最年長の子どもから順にカウント）   

・小学 3年生以下の範囲で最年長の子どもから順にカウントして第 3子以降の子ども 

（市民税所得割額の要件なし） 

※対象の方には、別途手続きの案内をします。 
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